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１．学校における働き方改革を進める基本的方向
―学校の働き方改革で大切にされるべき考え―

労働基準法：法定労働時間の設定、超勤の上限規制等

労働安全衛生法：勤務時間の客観的で適切な方法での

把握・管理、職場の安全・衛生、等

⇓

（目的）①ライフ・ワークバランス、②健康確保

しかし、長時間労働と健康被害が深刻

👆

2018年6月「働き方改革推進法」成立、2019年4月施行



１．学校における働き方改革を進める基本的方向
―学校の働き方改革で大切にされるべき考え―

「働き方改革推進法」が目指したこと

①労働時間規制に関して刑事罰を伴う強行規定として上限規制を設けたこと

②健康確保措置の改善を進めたこと

・年休取得の義務付け、・労働安全衛生法の改正：勤務時間の管理の義務付け、産業医

の役割・機能強化による健康確保、等

公立学校教員を含めて、国家及び地方公務員には、超過勤務の上限規制に違反した場合
の罰則は当面該当しないなど、一部例外があるが、しかし、今次の「働き方改革推進法」
の多くは公立学校や教員にも適用される。

業務の見直し・軽減と教職員の健康確保の取組みにより、教員が健康で働き甲斐のある
職場の労働環境をつくることが重要であることを再確認しておくことが必要



２．学校の働き方改革を進める基本的取組みの手法

①「キャップ」：勤務時間や教育活動のやり方について、

個々の教職員任せにせず学校としてキャッ

プを設ける手法

②「カット」「委託」：業務、行事等のやめる、削減する、他の

専門・支援スタッフに任せ移行させる手法

③「効率化」：業務の効率化

中原淳:監修/辻和洋・町支大祐編著『データから考える教師の働き方入門』 毎日新聞出
版 2019年）



３．４つのモデル校の実践、取組みから

モデル校の取組み成果を全国調査と比較

〇全国調査（文部科学省「教育委員会における学校の働き⽅改⾰のための

取組状況調査結果 調査時期：令和3年9月1日時点）



3.４つのモデル校の実践、取組みから

〇広島市実践モデル校（令和3年12月時点）

全教職員の年間月平均の勤務
時間外の在校等時間

連続した3か月平均で勤務
時間外の在校等時間が80時
間超の教職員の割合

牛田中学校
34.5時間(前年から8.6時間減) ０％（前年2.5％）

庚午中学校
43.5時間(前年から1.1時間減) 16％（5月以降0％、前

年13％）

うし た

こう ご



3.４つのモデル校の実践、取組みから

〇モデル校における長時間勤務削減の取組み

■千田小学校：

①職員室・収納棚などの環境整備 効率化

②コミュニテイスクールの活用 やめる・縮小・委託

③6年生の教科担任制 効率化

■落合小学校：

①定時退校日の実施 キャップをかける

②研修時間の確保 効率化

③スクールサポートスタッフの活用 やめる・縮小・委託

せん だ

おちあい



3.４つのモデル校の実践、取組みから

■牛田中学校：

①ICT活用 効率化

②生徒会活動と校則見直し やめる・縮小、効率化

③スクールサポートスタッフの活用 やめる・縮小・委託

■庚午中学校：

①教頭業務の見直し・削減 やめる・縮小・委託、効率化

②定時退校日の取組み キャップをかける

③年次有給休暇の計画的取得 キャップをかける

うし た

こう ご



3.４つのモデル校の実践、取組みから

〇４つのモデル校の取組みから見えてくること

①学校・教員の実態を客観的に把握し問題と課題の共有化＝「見える化」

が、教員の意識・行動を変容。その鍵は、トップの指導力と働き方改革

推進の基本方針の提示

②実践モデル校では、司令塔ともいうべき「働き方改革推進委員会」等を

設置し、アンケート調査や教職員からの意見聴取等によって学校の実情

と問題を全教職員で共有できるように「見える化」



3.４つのモデル校の実践、取組みから

▲取組み手法の創意工夫は更に進めていく余地はある

〇スクールサポートスタッフの活用

〇ICT活用の拡大とICTの高度化革新に対応した教職員のICT活

用能力の計画的向上

〇来年度から徐々に導入・拡大される小学校高学年での教科担

任制 メリットと課題、など



3.４つのモデル校の実践、取組みから

■取組みやすいものと取組みにくいもの

【取り組みやすいもの】

キャップ：定時退校日、留守番電話、

効率化：職員室や資料等の整理整頓、ICT活用による効率化、など

👆

学校や教職員が自らやろうと思えば実施できる取組み

【取り組みにくいもの】

やめる・縮小・委託：保護者・地域に発信する学校行事、学習指導、生活指導

👆

学校や教職員にもためらい、地域・保護者の理解と納得が不可欠

⇒コミュニテイスクールへの道筋とその可能性



3.４つのモデル校の実践、取組みから

〇広島市、広島県におけるコミュニテイスクールと地域学
校協働本部の整備状況（令和2年文科省調査）

広島市：学校運営協議会の設置 小学校3校、中学校3校の計6校

（設置率2.9％）

地域学校協働本部の設置：小学校6校、中学校48校の計54校

（設置率26.5％）

2022（令和4）年度からコミュニテイスクールの完全実施に期待







４．教職員の健康被害防止とメンタルヘルスケア



４．教職員の健康被害防止とメンタルヘルスケア

精神疾患による病気休職者及び１ヶ月以上の病気休暇取
得者の状況一覧（教育職員） （単位）人

平成30年度 令和元年度 令和２年度 対教育職員数割

広島市 85 90 100 1.60%

全国(合計) 9,062 9,640 9,452 1.03％



４．教職員の健康被害防止とメンタルヘルスケア

病気休職者及び１ヶ月以上の病気休暇取得者の内訳
（教育職員・年代別）

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 合計

広島市 36 (22) 54 (28) 22 (18) 46 (26) 25 (6) 183 (100)

全国(合計) 3,024       4,625       3,712       5,219       966 17,546 

(2,140)       (2.563)     (2.138)      (2.407)      (204)    (9.452)

（ ）は精神疾患者の数

 （文部科学省「令和2年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」 令和3年12月21日公表）



４．教職員の健康被害防止とメンタルヘルスケア

■文部科学省・教職員のメンタルヘルス対策検討会議

「教職員のメンタルヘルス対策について」 （最終まとめ）2013年5月

＊学校としての取組みの必要性について

【セルフケアの促進】 教職員がメンタルヘルスについての知識やストレス
への対処行動を身につける機会を充実

【ラインによるケアの充実】 日常的に教職員の状況を把握し、速やかな初
期対応が重要

【業務の縮減・効率化等】【相談体制の充実】に加えて、

【良好な職場環境・雰囲気の醸成】 労働安全衛生管理体制の整備、実効性
のある取組

⇒衛生委員会の活動を活性化して学校の安全衛生管理体制の整備を
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